
うるま市下水道事業 障がい者活躍推進計画 

機関名 うるま市下水道事業 

任命権者 うるま市水道事業 うるま市長 

計画期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日（３年間） 

うるま市下水道事業にお

ける障がい者雇用に関す

る課題 

 うるま市下水道事業においては、職員数が２０人程度の機関で

あり、これまで障がい者に限定した募集・採用は行っていないが、

障がいのある職員を含むすべての職員が働きやすい職場環境づく

りに取り組む必要がある。 

 

目標 

（１）採用に関する目標  職員は、うるま市（市長部局）からの出向職員で構成されてお

り、独自の募集・採用は行っていないが、軽易な業務に従事する職

員（会計年度任用職員を含む）の配置を市長部局へ働きかける。 

  

（２）定着に関する目標 なし 

 

取組内容 

１．障がい者の活躍を推進する体制整備 

（１）組織面 ① 障害者雇用推進者として水道総務課長を選任する。 

② 障害者職業生活相談員の選任義務の有無に関わらず、障がいのあ

る職員の相談窓口を設定し、庁舎内掲示等により周知する。 

２．障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

 ① 中途障がいにより障がい者となった職員等が従来の業務遂行が困

難となった場合、負担なく遂行できる職務の選定及び創出について

検討する。 

② 人事評価面談時に、障がい者と業務の適切なマッチングができて

いるのか点検し、必要に応じて対策を検討する。 

３．障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

（１）職務環境 ① 新規に採用した障がい者については、人事評価面談等により必要

な措置を講じる。 

② 措置を講じるにあたっては、障がい者からの要望を踏まえつつ、

過重な負担にならないよう可能な範囲内において適切に実施する。 



（２）募集・採用 ① 採用選考にあたり、障がい者からの要望を踏まえ、面接における

手話通訳者を配置するなど、障がい特性に配慮した選考方法や職務

の選定を工夫し、知的障がい者、精神障がい者及び重度障がい者の

積極的な採用に努める。 

② 募集・採用にあたっては、以下の取扱いを行わない。 

 ・特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定する。 

 ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 

 ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 

 ・就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられ

ることといった条件を設定する。 

 ・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 

４．その他 

 ① 各関係法律に基づき、障がい者の活躍の場を拡大できるよう、適

切な支援、配慮に努める。 

 

※ 「害」の表記については、法令等の名称及び法令等で定められている用語などで漢字表記が

使用されている場合、又は機関、団体等の固有名詞が漢字表記となっている場合を除き、原

則として平仮名で表記しています。 

 


